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第３章 資源循環型社会を築く 

３Ｒの推進

１．現況と課題

従来の大量生産・大量消費型の経済社会活動

は、必然的に大量廃棄型の社会をもたらし、健

全な物質循環をさまたげます 

わが国では、毎年、約４億８千万トンという

膨大な量の廃棄物が発生し、廃棄物等の多様化

に伴う処理の困難化とあいまって、不適正な処

理による環境負荷の増大や最終処分場の残余容

量のひっ迫など、様々な局面で深刻な状況をも

たらしています。 

そうした中で、12 年に循環型社会形成推進基

本法が制定され、本県においても適正な物質循

環の確保に向け、同法に定める廃棄物等の発生

抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生

利用（リサイクル）、熱回収、適正処分という対

策の優先順位に基づき、廃棄物・リサイクル対

策を進めています。 

本県の廃棄物の現況(平成 18 年度)をみると、

一般廃棄物については、市町村による資源化と

住民団体による集団回収を合わせたリサイクル

率は、全国でもトップレベルの 24.6％となって

いますが、一人１日当たりの排出量は、1,113ｇ

と１ｋｇを上回っています。 

また、産業廃棄物については、産業廃棄物全

体のリサイクル率は全国平均を上回る約 58％

となっていますが、一年間の排出量は約 2,600

万ｔと全国でも上位に位置しています。 

本県では、県民や民間団体、事業者により一

般廃棄物のリサイクル率の向上や産業廃棄物の

排出抑制等が進められてきました。 

しかしながら、一人１日当たりの一般廃棄物

の排出量は、横ばいで推移しており、全国平均

よりは少ないものの、その差は年々縮小し、ほ

とんど差がなくなってきています。 

また、リサイクル率の伸びも鈍化してきてい

ます。 

産業廃棄物においては、今後、高度経済成長

期に大量に建設された建物の更新に伴う排出量

の増加が予想され、同時に新規立地が困難とな

っている*最終処分場の残余容量不足が心配さ

れます。 

廃棄物の排出を抑制することによって健全な

物質循環を図り、私たちが持続可能な発展を遂

げていくためには、３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の推進について、より一層努

力し、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会シ

ステムを見直していかなければなりません。 

　このため、自主的かつ積極的に、そして連携し

て３Ｒに取り組むことができる仕組みをつくり、県

民や事業者の意識改革や実践活動をさらに進めて

いくことが大切です。

（１）一般廃棄物

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄

物処理法）では、産業廃棄物以外の廃棄物を一

般廃棄物と定義しています。一般廃棄物は、「ご

み」と「し尿」に分類され、さらに「ごみ」は、

日常生活から排出される「生活系ごみ」の他、

飲食店等から排出されるごみなど、事業活動か

ら排出される「事業系ごみ」も一部含まれます。 

ア ごみ処理関係 

（ア）ごみの排出量 

ごみの総排出量については、12 年度まで増

加傾向にありましたが、13 年度以降は 240 万

トン台でほぼ横ばいに推移しています。一人

1 日当たりの排出量（排出原単位）は、17 年

度に比べて減少しました。（図表 3-1-1） 

なお、千葉県の排出原単位は全国平均と比

べてやや少ない水準で推移していますが、減

少が続く全国平均との差は縮小しています。

（図表 3-1-2） 
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図表 3-1-1 ごみの総排出量と一人１日当たりのごみ排出量の推移
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 （イ）ごみの処理内訳

ごみ処理の方法については、可燃ごみは焼

却を行い（直接焼却）、その残渣物（焼却灰等）

を埋め立てますが、焼却灰の一部を溶融スラ

グやセメント原料などとして有効利用し、埋

立量の減量化に努めています。 

図表 3-1-3 ごみの処理内訳 

図表 3-1-4 ごみ処理方法の推移 

また不燃ごみは圧縮や破砕等（焼却以外の

中間処理）を行ったうえ、資源化できるもの

（びん、かん、ペットボトルなど）は売却・

再利用され、資源化できずに残ってしまった

もの（不燃系残渣）は埋立てを行います。 

ごみの処理全体でみると、約８割が直接焼

却されています。（図表 3-1-4）

H9 年度 H10 年度 H11 年度 H12 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度

市 

町 

村 

処 

理

直接焼却 
(t) 1,727,649 1,765,082 1,788,640 1,830,471 1,837,630 1,837,124 1,848,918 1,817,339 1,835,271 1,815,461

(%) 81.0 81.1 81.3 80.1 80.0 79.3 79.8 79.6 79.3 79.0

直接埋立 
(t) 23,588 16,472 16,075 30,455 17,450 18,141 15,562 17,095 17,558 13,906

(%) 1.1 0.8 0.7 1.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6

焼却以外の

中間処理 

(t) 215,303 208,988 291,878 308,490 299,978 308,719 315,625 308,060 311,402 311,009

(%) 10.1 9.6 13.3 13.5 13.1 13.3 13.6 13.5 13.5 13.5

直接資源化
(t) 166,542 186,870 104,429 116,012 142,343 151,969 137,344 139,210 148,860 158,521

(%) 7.8 8.6 4.7 5.1 6.2 6.6 5.9 6.1 6.4 6.9

小計 
(t) 2,133,082 2,177,412 2,201,022 2,285,428 2,297,401 2,315,953 2,317,449 2,281,704 2,313,091 2,298,897

(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

集団回収量 (t) 186,980 195,155 195,938 196,568 169,709 164,628 165,806 165,814 164,725 160,735

総排出量 (t) 2,320,062 2,372,567 2,396,960 2,481,996 2,467,110 2,480,581 2,483,255 2,447,518 2,477,816 2,459,632
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（注）リサイクル率＝再資源化総量 /総排出量（市町村処理量＋集団回収量）
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（ウ）ごみ資源化の状況 

リサイクルの推進等によって、「ごみからの

資源化量」に「集団回収量」を加えた「再資

源化総量」は年々増加しており、この 10 年間

でほぼ 1.5 倍となっています。（図表 3-1-5） 

内訳を見ると、「ごみからの資源化量」のう

ち「注１直接資源化量」は、11 年度以降、一旦

減少しましたが、紙類の直接資源化量増加に

伴い、再度増加傾向にあります。またエコタ

ウン事業の整備とともに、焼却灰の*エコセメ

ント化や*溶融スラグによる再資源化が進み、

14 年度から「焼却施設からの資源化量」が増

加しています。 

図表 3-1-5 ごみ資源化の状況 

図表 3-1-6 再資源化総量の推移 

このため、「直接資源化量」、「注２焼却以外

の*中間処理施設からの資源化量」、「焼却施設

からの資源化量」を合わせた「ごみからの資

源化量」については、10 年前の約 2 倍の量に

増加しています。 

「集団回収量 (市町村が用具の貸し出しや

補助金の助成などに関わっているものに限

る)」については、12 年度までは年々増加し

ていましたが、13 年度で減少し、以降横ばい

で推移しています。（図表 3-1-6） 

注１ 資源化等を行う施設を経ずに直接再生事業者等に搬入された量 

注２ 選別、圧縮、破砕等の処理を施したうえで資源化を行う量 

単位：千トン 

年度 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

ごみからの資源化量 250 268 272 296 356 410 420 426 438 455 

直接資源化量 167 187 104 116 142 152 137 139 149 159 

焼却以外の中間処理

施設からの資源化量
70 65 152 165 175 187 196 191 192 187 

焼却施設からの資源化量 13 16 16 16 38 71 86 96 98 99

集団回収量  ① 187 195 196 197 170 165 166 166 165 161 

再資源化総量 ② 437 463 468 493 525 574 585 592 603 606 

市町村処理量 ③ 2,133 2,177 2,201 2,285 2,297 2,316 2,317 2,282 2,313 2,299

※リサイクル率 18.8 19.5 19.5 19.9 21.3 23.2 23.6 24.2 24.3 24.6
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 イ し尿処理関係 

（ア）し尿処理形態別人口の推移 

し尿処理形態別人口の推移について見ると、

公共下水道の整備により水洗化人口が増加し、

非水洗化人口が減少する傾向にあります。18

年度では総人口約 605 万人のうち、下水道人

口が約 368 万人（約 61%）、浄化槽・コミュニ

ティプラント人口が約 203 万人（約 33%）で

あり、総人口の約 94%が水洗化人口となって

います。 

汲み取りなどの非水洗化人口は、総人口の

約６%にあたる約 34 万人となっています。（図

表 3-1-7） 

（イ）し尿処理状況の推移 

し尿処理状況の推移について見ると、公共

下水道の整備により、市町村が収集・処理す

るし尿及び浄化槽汚泥の量は年々減少してい

ます。 

市町村処理の内訳は、18 年度で、し尿処理

施設での処理が 96 万 3 千キロリットル（計画

処理量の 98.7%）、下水道投入が 1 万 3 千キロ

リットル(1.3%)となり、海洋投入については、

18 年度には県内すべての市町村において廃

止されました。（図表 3-1-8） 

3,403
3,500 3,590 3,684

2,379
2,392

2,374
2,322

2,291
2,236

2,184
2,127

2,074
2,028

702
615

560 505
470

431 403 379 358 332

2,718 2,825 2,934
3,071

3,170
3,298

841 01
1415

19
21

33 4237

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

年度

人

口

千

人

下水道人口 浄化槽・コミプラ人口 計画収集人口(汲み取り） 自家処理人口

1,054

19

33

28

21

10

20
15

2

188

162

48

46

31

30

21
20

19

22

19

13

12

10

9

963
986

986993

1,017

1,044

1,093

1,033

1,044

13

14

0

9
9

4

6

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

年度

し

尿

処

理

量

千

キ

ロ

リ

ト

ル

自家処理

海洋投入

下水道投入

し尿処理施設

図表 3-1-7 し尿処理形態別人口の推移

図表 3-1-8 し尿処理状況の推移
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ウ 一般廃棄物処理経費 

18 年度において、市町村等が支出した一般

廃棄物処理経費は、ごみ、し尿合わせて 953

億円（組合分担金を除く。）となっています。 

（２）産業廃棄物

「廃棄物処理法」では、工場など事業活動に

伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥をは

じめとする 20 種類の廃棄物を産業廃棄物と定

義しています。 

ア 排出及び処理状況 

 19 年度に実施した推計調査の結果では、18

年度の県内事業場からの産業廃棄物排出量は

2,596 万トンで、中間処理等による減量化量

が 1,010 万トン（39％）、再資源化量が 1,514

万トン（58％）、最終処分量は 71 万トン（2％）

であり、排出量の９割以上が減量化・再資源

化されています。（図表 3-1-11） 

 年間一人当たりにすると、ごみが 13,936

円、し尿が 4,619 円となっており、一般廃棄

物処理経費は軽減化傾向にあります(図表

3-1-9、図表 3-1-10） 

図表 3-1-11 産業廃棄物の発生・処理状況の推移 
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   注２ 16～18年度は、15年度の値を経済指標等を用い算出した推計値 

H14 年度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度

処理・維持管理費(千円） 75,667,090 77,863,887 75,928,438 76,362,203 74,826,319

建設改良費(千円） 25,392,858 15,562,790 16,151,144 8,708,695 3,193,688

その他(千円） 1,052,743 1,192,031 815,622 1,661,146 6,325,041

計(千円） 102,112,691 94,618,708 92,895,204 86,732,044 84,345,048

人口(人） 5,981,063 6,003,942 6,019,901 6,031,504 6,052,296

１人あたりの経費（円 /人・年） 17,073 15,759 15,431 14,380 13,936

市町村処理量（ｔ） 2,315,953 2,317,449 2,281,704 2,313,091 2,298,897

１t あたりの経費（円 /ｔ・年） 44,091 40,829 40,713 37,496 36,689

（参考）組合分担金 8,152,140 8,680,499 8,781,110 8,186,858 7,227,584

H14 年度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度

処理・維持管理費(千円） 11,954,412 11,349,744 11,173,699 10,509,290 9,859,785

建設改良費(千円） 2,999,598 842,903 721,669 1,899,903 287,066

その他(千円） 119,072 337,479 362,964 966,757 793,521

計(千円） 15,073,082 12,530,126 12,258,332 13,375,950 10,940,372

し尿処理対象人口(人） 2,682,609 2,601,101 2,519,921 2,441,680 2,368,704
１人あたりの経費（全体）

（円/人・年）
5,619 4,817 4,865 5,478 4,619

市町村処理量（ｔ） 1,058,075 1,033,301 1,021,758 1,007,135 975,712
処理量１kl あたりの経費

（全体）（円/kl・年）
14,246 12,126 11,997 13,281 11,213

（参考）組合分担金 1,800,322 1,660,477 1,365,688 1,358,545 1,313,211

図表 3-1-9 ごみ処理事業経費 直近５年の数値

(注) 組合分担金は、一部事務組合を構成する市町村による一部事務組合事業費に対する負担金であることから事業費の２重

計上となるため、処理事業費の計に含めていません。(図表 3-1-10 も同様)

図表 3-1-10 し尿処理事業経費 直近５年の数値
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県と協働した取り組みの推進

サインアップ方式事業者メニュー

県民（消費者）メニュー

市町村・消費者団体メニュー

ちばレジエコサポーターの募集

千 葉 県 の

レジ袋削減促進方策の柱

千葉県全体におけるレジ袋削減促進方策

千葉県レジ袋削減ロードマップ

サインアップカバー率 60％ ・ レジ袋辞退率（サインアップ事業者の平均） 50％

第Ⅰ期 （平成20年度～平成21年度） 第Ⅱ期 （平成22年度～平成24年度）

参加者の拡大を図る より高い目標へ

・広報・PRの重点的な実施

・業界・大手事業者等への個別
勧誘

・地域や学校等への啓発活動
etc

・より効果的な手法への転換

・取り組みが進んでいない
事業者の引き上げ

・地域や商店街単位での有料化
や無配付化の試行 etc

サインアップ状況評価 ５つ星制度・表彰等の導入

期間

目標

評価

広報

検証

２．県の施策展開

（１）資源循環を推進するためのライフスタイ

ルづくり

ア 資源循環型ライフスタイルへの移行 

（ア）３Ｒの推進月間 

県では、14 年度から国と同様に、資源循環

型の社会づくりを図り、３Ｒに対する県民の

意識を高めるため、毎年 10 月を、「３Ｒ推進

月間」として、県及び市町村で重点的に啓発

活動等の取組を実施しています。 

（イ）レジ袋削減に向けての取組 

家庭からごみとして多く出されるレジ袋を

減らす取組は、一人ひとりの意識次第で「誰

でも、すぐに、簡単に」取り組める活動であ

り、使い捨てのライフスタイルを見直すきっ

かけとなることが期待されています。 

県では、全県でのレジ袋削減に先駆け、19

年５月から県庁生協と連携して、レジ袋削減

運動を始めています。 

県庁生協では 20 年３月からレジ袋１枚５

円での有料化を行い、レジ袋の使用を大幅に

減らすことができました。 

また、全県的にレジ袋の削減を推進するた

め、20 年 1 月に設置した「千葉県レジ袋削減

検討会議」において、20 年度から 24 年度ま

でのレジ袋削減促進方策等を決定し、これを

踏まえ県としての方針を策定しました。 

今後は、この方針に基づき、「ちばレジ袋削

減エコスタイル（ちばレジエコ）」を推進して

いきます。 

図表3-1-12

イ ３Ｒ普及促進事業 

*八都県市廃棄物問題検討委員会では、容器

包装の減量化等に対する事業者や地域住民の

意識の向上を目的とした啓発を行うなど３Ｒ

普及促進事業を実施しています。 

20 年度はリサイクルに比べてなじみの薄

いリデュースやリユースが、広く浸透し実践

されるよう、「リデュース＆リユースｉｎ八都

県市キャンペーン」の一環として、20 年 10

月 25 日に幕張メッセで開催された「2008 な

の花アビリンピック in ちば（障害者ワーク

フェア）」でリユース食器を使用し、使い捨て

容器の使用削減とごみの減量を図りました。 

今後も３Ｒの取組が促進されるよう、引き

続き効果的な普及啓発活動を進めていきます。 

ウ ごみ処理有料化について 

可燃ごみの処理にあたって、有料化を実施

している市町村は 32 市町村（16 市 15 町１村）

となっています（19 年４月１日現在）。市町

村が実施している有料化の手法としては、一

世帯当たりに一定額の処理料金を徴収する

「定額制」や、指定ごみ袋の価格に処理料金

を上乗せして徴収し、ごみの排出量に応じた

負担を求める「従量制」などがあります。 

ごみ処理の有料化は、排出量に応じて手数

料を徴収することから、費用負担の公平性が

確保できるとともに、費用負担を軽減しよう

とする動機付けにより、結果として排出量抑

制につながることが期待されます。 

図表 3-1-13
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エ 環境学習について 

ごみの排出状況やリサイクルの取組などを

広く県民に理解してもらうためには、継続的

な普及活動が必要です。 

そこで、資源循環の現場を体験できる場所

やプログラムを関係各主体と連携して提供し、

体験を通して県民自らがライフスタイルにつ

いて考え、転換していける機会となる環境学

習を進めています。 

20年 8月に環境研究センターが主催してい

る公開講座では、親子リサイクル工作教室と

して、ペットボトルや牛乳パックなどを利用

しロケットや万華鏡などを作成しました。 

また、20 年 10 月にはリサイクルについて

県民に理解を深めてもらうことを目的とし、

リサイクルをテーマとした県民環境講座の中

で、ちばレジエコ（千葉レジ袋削減エコスタ

イル）の取組を紹介しました。 

親子リサイクル工作教室（環境研究センター） 

オ 容器包装・家電リサイクル等 

（ア）資源有効利用促進法 

資源有効利用促進法は、循環型社会を構築

し、資源の有効な利用を総合的・計画的に推

進するため、12 年６月に公布、13 年４月に施

行されました。 

同法は取組が必要な業種や製品として 10

業種・69 品目を政令で指定し、事業者が自主

的に取り組むべき具体的な内容を規定してい

ます。 

「指定再資源化製品」として位置付けられ

ているパソコンは、製造業者等が回収し、部

品や材料を再資源化するよう義務づけられて

います。 

これにより、15 年 10 月１日以降に販売さ

れた家庭用パソコンは製品価格にリサイクル

費用が含まれ、回収を依頼するときに料金を

負担することはなくなりました。 

県では不法投棄を未然に防ぎ、メーカー等

によって適正にリサイクルが行われるよう、

普及啓発等を行っています。 

図表3-1-14 家庭用パソコンのリサイクルフロー

排
出
者

個
人
・
家
庭

メ

カ

・
３
R
推
進
セ
ン
タ

郵便局 再資源化
 施　　設

郵便局

１　回収申し込み

２　料金支払い用紙が到着

３　料金支払い

※PCリサイクルマーク付き
パソコンをメーカーが
回収するときは料金不要

４　郵送伝票が到着

５　梱包

６　戸口集荷または
　　各自持ち込み
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（イ）容器包装リサイクル法 

家庭ごみのうち、容積で約６割を占める容

器包装廃棄物の分別収集と再商品化を促進す

るため、７年６月に「容器包装リサイクル法」

が制定され、９年４月から本格施行されまし

た。 

これにより、消費者は適正な分別排出、市 

図表 3-1-15 19 年度の分別収集等実績量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1-16 分別収集実績の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町村は分別収集、事業者は市町村が収集した

容器包装廃棄物を再商品化するという役割分

担が示されました。 

県では、法に基づく分別収集を促進するため、

各市町村が策定した「市町村分別収集計画」に

基づき「千葉県分別収集促進計画」を策定し、

容器包装の３Ｒを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品目 
計画量 収集量 収集率 再商品化量 再商品化率 計画 実施 
（ｔ） （ｔ） （％） （ｔ） （％） 市町村 市町村 
（A） （B） （B／A） （C） （C／B） (合併後の数） 

 

無色 22,527 18,303 81.2% 18,308 100% 56 56 

茶色 14,893 12,813 86.0% 12,820 100% 56 56 

その他 11,792 10,263 87.0% 10,237 99.7% 56 56 

紙製容器包装 6,644 1,026 15.4% 1,026 100% 27 14 

ペットボトル 14,966 14,864 99.3% 14,789 99.5% 56 56 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 
(白色トレイを含む) 41,168 32,599 79.2% 31,550 96.8% 34 31 

 

鋼製 19,553 14,758 75.5% 14,756 100% 56 56 

アルミニウム製 10,441 8,935 85.6% 8,935 100% 56 56 

段ボール 34,612 27,187 78.5% 27,186 100% 55 54 

紙パック 869 513 59.0% 513 100% 51 47 

全品目 177,465 141,260 79.6% 140,119 99.2% 19 5 

(注)再商品化量は昨年度に分別収集したものを含むため、今年度の分別収集量を超えている場合があります。
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（ウ）家電リサイクル法 

家電製品の廃棄物については、これまでそ

の大半が埋立処分されてきましたが、廃棄物

の減量と資源の有効な活用を促進するために

「家電リサイクル法」が 10 年６月に制定され、

13 年４月から本格施行されました。 

同法は、廃家電のうち、エアコン・テレビ・

冷蔵庫・洗濯機の４品目について、消費者が

リサイクル費用と運搬費用を負担し、小売業 

図表 3-1-17 家電リサイクルシステム 

（エ）グリーン購入法について 

  循環型社会の形成のためには、「再生品等の

供給者の取組」に加え、「需要面からの取組が

重要である」という観点から、12 年５月に「国

等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律（グリーン購入法）」が制定されました。

  同法は、国等の公的機関が率先して環境物

品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）

の調達を推進するとともに、環境物品等に関

する適切な情報提供を促進することにより、

需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会

の構築を推進することを目指しています。

者が収集運搬を行い、製造業者がリサイクル

するという役割分担により、新たなリサイク

ルシステムを構築するというものです。 

施行後７年目にあたる 19 年度は、全国の製

造業者等による廃家電４品目の引取台数は約

1,211 万台（前年比約 4.3％増）、このうち本

県分は約 55 万 8千台(前年比 16％増)でした。 

また、国による基本方針の策定、国等の各

機関による調達方針の作成に関することのほ

か、地方公共団体、事業者及び国民の責務な

どについて定めています。

  県においても、毎年度環境配慮物品調達方

針を定め、環境配慮物品等の調達に努めてい

ます。

【引取り・引渡し】

小売店（製品購入店・新品買替店）

市町村（収集対応市町村のみ）

小売店排出者

【　再商品化　】

指
定
引
取
場
所

製造業者・輸入業者
（自ら製造（輸入）した家電）

指定法人
（義務者不存在等・中小企業の委託）

収集

出荷
販売

運搬

【再商品化された商品・原材料の利用】

製造業者

鋼鉄工場 ・ 非鉄金属工場
ガラス工場 ・ プラスチック工場
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（２）資源循環の基盤となる産業づくり

ア 溶融スラグ 

県では、一般廃棄物最終処分場の確保が困

難な市町村があることや、最終処分量の半分

以上を焼却灰が占めていることから、ごみや

その焼却灰を溶融スラグとして再資源化し、

有効利用を図るため、全国に先駆けて「千葉

県溶融スラグ利用促進指針」を８年３月に策

定しました。 

この指針により、８年度から県及び市町村

の公共事業等において、溶融スラグの積極的

な有効利用を進めています。 

20 年３月末現在、溶融施設は８施設が設置

され、19 年度の溶融スラグの生産量は約３万

４千トン、有効利用量は約２万７千トンであ

り、有効利用率は 80％となっています。 

主な有効利用の用途としては、約１万４千

トン（約 52％）がアスファルト骨材として利

用されています。（図表 3-1-18） 

図表3-1-18 溶融スラグの生産量と有効利用状況 

年度 17 18 19 

溶融スラグ

生産量(t) 
32,965  33,966  33,876  

うち有効 

利用量(t)
25,597  26,021  27,153  

有効利用

率（％） 
78  77  80  

利用量

(t) 

構成比

(%) 

利用量

(t) 

構成比

(%)

利用量

(t) 

構成比

(%) 

アスファ

ルト骨材 
6,180 24 11,527 44 14,186 52 

インターロッキ

ングブロック 
560 2 1,543 6 20 0 

路盤材 0 0 3,379 13 2,266 8 

調査・研

究・試験 
0 0 14 0 3 0 

その他 17,735 69 9,559 37 10,678 39 

溶融スラグの利用の推進を図るため、８年

６月より県では庁内関係課で構成する「千葉

県溶融スラグ利用推進協議会」において、溶

融スラグの利用に関する調査・研究を行って

います。 

現在、道路工事等の県公共工事においては、

アスファルト合材の利用量が 50 トン以上の 

規模について溶融スラグの有効利用を義務化

しています。 

また、溶融スラグ生産施設を設置している

自治体が相互に情報交換を図るため、15 年７

月に「溶融スラグ生産市町村等会議」を設置

し、溶融スラグの有効利用の推進を図るとと

もに、18 年７月に「一般廃棄物由来の溶融ス

ラグをアスファルト骨材等に利用する場合に

ついて」のＪＩＳ規格が示されたことを受け

て、同会議で定めている県内生産施設共通の

品質管理方法を改訂するなど、溶融スラグの

品質確保を図ってきました。 

今後さらに、市町村の公共工事などでの溶

融スラグの利用拡大を呼びかけるなど、溶融

スラグの需要を拡大し、良好な資源循環を確

保していきます。 

イ エコタウンプラン 

県では新技術の活用による先導的なリサイ

クルシステムの確立と、それによる地域振興

等を目的として環境調和型のまちづくりを推

進しています。11 年１月には都市化の進んで

いる県の西・中央地域をモデル地区として、

国（経済産業省及び環境省）の承認を受けて

「千葉県西・中央地域*エコタウンプラン」を

策定しました。 

本プランでは、従来埋立処分されていた都

市ごみ焼却灰を主原料としてセメントを製造

する「エコセメント製造施設」や一般廃棄物

を溶融し、生成されるスラグ等の再利用によ

り最終処分量の削減に寄与する「直接溶融施

設」の２施設を中核施設として位置付け、県

としてもその事業推進を支援しました。 

さらに、18 年度までに８施設を中核施設と

して位置付けています。 

今後はこれまでに設置促進を図ってきた８

つの先進的リサイクル施設の本格的な稼動を

通して、直接的に県内の環境負荷の低減を進

め、資源循環型社会づくりに向けてその効果

を周辺地域に波及させていきます。 

（有効利用内訳）
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ウ 各種リサイクル法 

（ア）食品リサイクル法 

  食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食

品の製造過程において大量に発生している食

品廃棄物について、発生の抑制と減量化によ

り最終的に処分される量を減少させるととも

に、飼料や肥料等の原材料として再生利用す

るため、食品関連事業者（製造・流通・外食

等）による食品循環資源の再生利用等を促進

することを目的に、12 年６月に「食品循環資

源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リ

サイクル法）が制定され、13 年５月から施行

されました。 

  法施行後５年が経過し、一定の成果が認め

られるところですが、食品関連事業者の取組

には格差が見られることから、食品関連事業

者に対する指導監督の強化と計画的な再生利

用を促進するため、19 年６月に改正法が公布

され、19 年 12 月から施行されました。 

  県においても、13 年度から県内市町村・食

品関連事業者に対して普及啓発を図るととも

に食品リサイクルを推進する事業者に対して、

食品リサイクル促進のため国庫事業の積極的

な活用を支援するなど、その推進に努めてい

るところです。 

a 再生利用等の目標 

  国の基本方針において、食品循環資源の再

生利用等の目標を業種別に定めています。 

＜再生利用等実施率目標（24 年度目標）＞ 

  食品製造業 85％（81％） 

  食品卸売業 70％（61％） 

  食品小売業 45％（31％） 

  外食産業  40％（21％） 

※ （ ）内は 17 年度統計実績 

b 食品関連事業者による再生利用等の実施 

  食品関連事業者は、その事業の特性に応じ

て、食品循環資源の再生利用等を計画的かつ

効率的に実施するとともに、個々の事業者ご

とに毎年度設定された再生利用等の実施率の

目標を上回ることが求められます。 

＜再生利用等の内容＞ 

(a)生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物

そのものの発生を抑制する。 

(b)再資源化できるものは飼料や肥料などへ

の再生利用を行う。 

(c)再生利用が困難な場合に限り熱回収を行

う。 

(d)廃棄されるものは脱水・乾燥などで減量

して処分しやすいようにする。 

  また、食品廃棄物等の発生量が年間 100 ト

ン以上の食品関連事業者は、毎年度、主務大

臣に食品廃棄物等の発生量・食品循環資源の

再生利用等の状況を報告しなければなりませ

ん。 

c 再生利用を促進するための制度 

(a)再生利用事業者の登録制度 

  優良な再生利用事業者（リサイクル業者）

を育成することなどを目的として、再生利用

事業を的確に実施できる一定の要件を満たす

者を、登録する制度を設けています。 

(b)再生利用事業計画の認定制度 

  計画的な再生利用を促進するため、食品関

連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業

者等と共同して、食品関連事業者による農畜

水産物等の利用の確保までを含む再生利用事

業計画を作成し、認定を受ける仕組みを設け

ています。 

(c)廃棄物処理法等の特例 

  再生利用事業者の登録、再生利用事業計画

の認定を受けた場合には、廃棄物処理法、肥

料取締法及び飼料安全法の特例が講じられて

います。 
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（イ）自動車リサイクル法 

国内で年間約 400 万台排出される使用済自

動車のリサイクル・適正処理を図るため、「使

用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動

車リサイクル法）が 17 年１月から施行されて

います。 

a 県内事業者の登録・許可状況 

  県内事業者の登録・許可の状況は図表

3-1-19 のとおりです。 

図表3-1-19 県内事業者の登録・許可状況(20年9月） 

業種 引取業者
フロン類回

収業者
解体業者 破砕業者

県内(下記除く) 2,643 781 404 52

千葉市 423 95 49 6

船橋市 179 29 10 1

柏市 215 60 34 2

計 3,460 965 497 61

引取業者（登録）：自動車所有者から使用済自動車を引き取る自動車リサ

イクルの入口の役割を行う。 

フロン類回収業者（登録）：使用済自動車のカーエアコンからフロン類を 

回収する。 

解体業者（許可）：使用済自動車を解体処理し、エアバッグ類を回収する。 

破砕業者（許可）：解体された自動車の圧縮・切断等を行い再資源化する。 

b 立入検査 

19 年度は県内（千葉市、船橋市を除く）各

事業者に延べ 2,043 回の立入検査を行い、施

設の維持管理や使用済自動車の引取り・引渡

し状況等の確認を行い、必要な指導を行いま

した。 

c 不法投棄や不適正保管の状況 

県内（千葉市、船橋市を除く）の不適正保

管や不法投棄の台数は約 840 台（20 年 3 月）

で、以前に比べ減少傾向にあります。 

これは、自動車リサイクル法施行の影響に

加え、スクラップ価格が堅調なためと考えら

れます。 

d 無登録・無許可業者に対する監視、指導体制 

県民センター（事務所）と連携しながら、

監視、指導体制を強化するとともに、悪質な

業者に対しては告発等の対応をとっています。 

（ウ）家畜排せつ物対策 

a 家畜排せつ物の現状 

本県の畜産農業は、米、野菜と並び本県農

業の基幹をなしており、全国的にも有数の畜

産県として位置付けられています。 

また、家畜排せつ物は、農産物や飼料作物

などの生産においては有機質資源として利用

され、環境にやさしい農業の推進に貢献して

います。 

しかし、近年の畜産経営の規模拡大等によ

り、家畜排せつ物の適正な管理と利用の確保

は困難なものとなりつつあります。 

さらに、各地域において、宅地開発等によ

る混住化の進展も加わり、悪臭や害虫発生等

の畜産環境問題が発生しています。（図表

3-1-20） 

図表 3-1-20 畜産に係る環境問題の発生状況 
（単位：件） 

種別 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 

悪臭 123 121 130 132 119(58%)

水質汚染 35 28 25 34 43(21%)

害虫発生 22 28 24 25 18(9％)

その他 18 10 3 8 24(12%)

計 198 187 182 199 204(100%)

千葉県における家畜排せつ物量は年間約

300 万ｔであり、これを適切に処理、利用す

ることが、地域の生活環境の保全と畜産経営

の健全な発展のための重要な課題となってい

ます。 

家畜排せつ物の適正な処理は、堆肥舎や発

酵処理施設等による堆肥化と活性汚泥法によ

る浄化等が一般的であり、これら適切な処理

を行うための施設整備が進められています。 

このような中、11 年 11 月１日には、「家畜

排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関

する法律」が公布され、畜産農業における家

畜排せつ物の管理の適正化とその利用を促進

するための措置が講じられることとなりまし

た。 

資
源
循
環



-84-

 b 家畜排せつ物処理対策 

  県では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び

利用の促進に関する法律」に基づき、「千葉県

における家畜排せつ物の利用の促進を図るた

めの計画」を定め、処理施設の整備や堆肥等

の利用促進などの目標を設けて、家畜排せつ

物の適正な処理及び利用を推進することとし

ています。 

  このため、各種補助事業や畜産環境整備リ

ース事業、制度資金等の活用により、家畜排

せつ物処理施設の整備の効率的な推進を図っ

ています。 

  さらに有効なバイオマス資源である堆肥の

流通及び利用の促進を図るため、県で構築し

た堆肥情報の提供システム（堆肥利用促進ネ

ットワークシステム）の活用を図るとともに、

畜産部門と耕種部門からなる「畜産環境保全

対策推進協議会堆肥利用推進部会」において、

家畜排せつ物などの有機質資源の地域循環シ

ステムの構築などについて、検討を進めてい

ます。 

  また、各農林振興センター毎に「畜産環境

保全対策地域推進会議」を開催するとともに、

関係機関の連携のもと指導啓発を行い、畜産

経営に起因する環境問題への適切な対処を図

っています。 

（エ）建設リサイクル法 

建設廃棄物は産業廃棄物排出量の約２割を

占めており、さらに最終処分量全体の約２割

を占めています。 

このような状況の中で、建築物の解体等の

工事に伴い発生する建設資材について廃棄物

となったものを再生資源化し利用することに

よって、資源の有効な利用の確保や廃棄物の

適正な処理を図り、生活環境の保全や国民経

済の健全な発展に寄与するため、12 年５月 31

日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」（建設リサイクル法）が制定され、

14 年５月 30 日に本格施行されています。 

a 法の概要 

特定建設資材（コンクリート、コンクリー

ト及び鉄から成る建設資材、木材、アスファ

ルト・コンクリート）を用いた建築物等の解

体工事や新築工事等において、対象建設工事

となる場合には、 

(a)発注者には、知事等（特定行政庁）への事

前の届出の義務付け 

(b)受注者には、発注者への説明・報告や工事  

受注者としての解体工事業の登録又は建設

業法に基づく許可の取得 

(c)また分別解体等、再資源化等の実施等につ

いての義務付け 

等が規定されています。 

20 年３月末現在、県及び特定行政庁が発注

者から受理した事前届出件数は、80,571 件、

法に基づく解体工事業者の登録件数は 501 件

となっています。 

b 県の取組 

事前届出については、工事を行う場所を管

轄する各地域整備センター又は整備事務所

（市原整備事務所を除く）で受理しています。 

また、法の適正な執行を確保するため、各

地域整備センター及び整備事務所、県民セン

ターと連携を図りパトロールなどを実施し、

必要な指導、助言等を行っています。 

建設工事に伴う廃棄物のリサイクルの促進

を図るには、県をはじめ関係行政機関や建設

事業者等の関係者、県民それぞれの立場で努

力することが重要です。 

これら関係者の理解を深めるため、説明会

や講習会、パンフレットの配布、ホームペー

ジ等により法の周知、ＰＲ活動に取り組んで

います。 
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（３）地域特性を生かした資源循環ネットワー

クづくり

ア 千の葉エコプロジェクト 

千葉県では、県民、NPO、事業者、行政など

の資源循環型社会づくりに向けた環境配慮型

の様々な取組を募集し、全体を「千の葉エコ

プロジェクト」としてホームページで公表す

るなど、情報提供を行っています。 

  このプロジェクトにより、資源循環にかか

る先進的な取組を紹介するとともに、それら

の取組を体験、参加できる機会を提供し、資

源循環に向けた活動の拡大を推進します。 

イ 千葉県循環型社会形成推進功労者等表彰 

資源循環型社会を構築するためには、一人

ひとりが日常の生活や仕事を通じて、３Ｒの

活動や廃棄物の適正処理に取り組むことが必

要です。 

県では、地域において資源回収に取り組む

団体、産業廃棄物の処理や不法投棄の監視に

従事する個人の方、積極的にリサイクルを実

施している企業等に対して感謝状を授与し、

その功績に報いるとともに、「千葉県廃棄物適

正処理推進大会」等を通じて、こうした取組

を広く県民に公表することにより、３Ｒの推

進と廃棄物の適正処理に関する県民意識の醸

成を図っています。 

図表 3-1-21 19 年度の受賞者数 

知事感謝状 環境生活部長 

感謝状 

一般廃棄物関係 個人 20 名 個人 75 名 

産業廃棄物関係 － 個人 19 名、 

１事業場 

３Ｒ活動関係 ５団体 15 団体 

（４）廃棄物処理計画

県では、20 年 9 月に廃棄物施策を積極的に展

開するための新たな指針として第 7 次「千葉県

廃棄物処理計画」を策定しました。 

本計画は、我々が目指すべき資源循環型社会

を「廃棄物の減量化・リサイクルと適正処理を

推進し、ものを大切にする社会」と位置付け、

それを築くために「３Ｒの推進」と「適正処理

の推進」を２本の柱に据え、それぞれ展開すべ

き具体的な施策を定めています。 
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